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1放送コンテンツ海外展開のイメージ

考慮すべきことは･･･
相⼿国との連携・連動の重要性 様々な分野とのコラボ

ローカライズ ニーズを踏まえ
た番組製作 流通・観光・農⽔産品など

［対象コンテンツ］ ドラマ、バラエティ、アニメ、情報番組･･･等

［ ターゲット ］ アジア等の新興国

地域活性化への貢献

⽇本⽂化・⽇本語の普及

ビジット・ジャパン戦略
⽇本への外国⼈観光客誘致

放送コンテンツ
の海外展開

⽇本ブーム創出による
放送コンテンツのニーズ向上

様々な分野への波及
クールジャパン戦略への寄与

周辺産業への波及
成⻑著しい新興国市場の取込



放送コンテンツ海外展開に係る政府方針

第２ Ⅳ 海外の成長市場の取り込み

（１）KPIの主な進捗状況 《KPI》
「2018年度までに放送コンテンツ関連海外市場売上高を現在（2010年度）の約３倍

に増加させる。」
⇒2014年度：143.6億円（2010年度：66.3億円）

（２）新たに講ずべき具体的施策
（中略）工業品やインフラシステムの海外展開のみならず、地域の特色をいかした
地場産品、農産品や、放送コンテンツをはじめとするコンテンツ、サービスの海外展
開も推進する。また、各分野間での相互連携や、観光をはじめとした他産業との連
携も強化し、地域経済の好循環拡大を図る。

日本再興戦略2016（平成28年６月2日閣議決定）

訪日外国人旅行者数

○ 観光先進国という新たなステージへ進むためには、2020年に2000万人という目標に満足することなく、さらなる高みを目指す必
要がある。

このため、訪日外国人旅行者数については、2020年には約２倍となる4000万人、2030年には約３倍となる6000万人を目指す。

明日の日本を支える観光ビジョン（平成28年３月30日明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定）

新たな目標への挑戦

第３． １． （２）今後取り組むべき施策

《継続的なコンテンツ海外展開に向けた取組》

（放送コンテンツの継続的な発信による浸透）
・日本の文化、伝統、技術、産業、地方の魅力などをわかりやすく伝え、我が国の国家戦略であるビジット・ジャパン、クールジャパン、
地方創生等に寄与する観点から、ＢＥＡＪとも連携しつつ、日本の魅力を伝えるコンテンツの制作や、継続的に発信する取組を支援す
るほか、こうしたコンテンツの制作技術や発信技術の高度化を支援する。（後略）

知的財産推進計画2016（平成28年５月９日知的財産戦略本部決定）
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（参考）放送コンテンツ関連海外市場売上高推移
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日本経済の活性化／日本の魅力の発信

地域への
観光需要の増加

地域産品の
海外販路開拓

優れた技術・サービスを持つ
中小企業の海外展開

継続的に
発信

放送

JAPAN

放送に連動
した取組
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自治体
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関連産業
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放送コンテンツと
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連動した取組

音楽

他分野・他産業
との連携

連動

在外公館・商工会
の活用

＜概要＞

放送コンテンツを制作する民間事業者等と、他分野・他産業（観光業、地場産業、他のコンテンツ等）、地方
公共団体等の関係者が幅広く協力し、「クールジャパン戦略」、「ビジットジャパン戦略」及び「地方の創生」等に
資する放送コンテンツを制作、発信するとともに、様々な連動プロジェクトを一体的に展開する取組を支援。

今後の放送コンテンツ海外展開事業について

Ｈ２８ ２次補正予算 放送コンテンツ海外展開基盤総合整備事業 １３．４億円

Ｈ２９ 概算要求 放送コンテンツ海外展開助成事業 ３．０億円
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4

①大規模型

放送コンテンツ海外展開基盤総合整備事業
（平成２８年度第２次補正予算）

②小規模型

放送コンテンツ海外展開助成事業
（平成２９年度当初予算）

※現在概算要求中

・海外の有力なメディアにおいて、適切な時間に、長期間定期
的に放送。

・他分野・他産業、地方公共団体等と幅広く連携し、日本ブラ
ンド全体のイメージ向上に資する内容であり、原則として、
複数の都道府県を取り上げる事業企画を募集。あわせて、放
送と連動した事業を継続的に展開。

【スケジュール】

・２８年１２月下旬～２９年１月上旬ごろ：事業企画の募集開始予定

・２９年春ごろ ：事業企画の採択発表予定

⇒大規模型は、日本を幅広く紹介する事業であり、小規模型は特定の地域の魅力を詳細に紹介する事業。両事業は
テーマ設定が異なるものであり、必ずしも事業費の大小に応じて類型分けしているものではない。

今後の放送コンテンツ海外展開の事業スキーム

・海外の有力なメディアにおいて、適切な時間に、適切な回数
を放送。

・事業費の一部を国から補助。

・他分野・他産業、地方公共団体等と連携し、地域の魅力を詳
細に取り扱う事業企画を募集。

※現在概算要求段階であり、具体的な要件等の詳細は検討中。



5大規模型 企画要件（案）
（放送コンテンツ海外展開基盤総合整備事業（平成２８年度第２次補正予算））

【実施体制要件】

・本事業の実施にあたっては、高い経済波及効果が得られるよう、放送コンテンツの海外展開に関わる放送事業者、番
組製作者、権利者団体、国内外の放送業界に関する知見を有する者、さらにスポンサー等の関連民間企業、経済団
体、観光関連団体、地方自治体、現地商工会等幅広い関係者に協力を仰ぎ、多様な関係者による協力体制を構築する
こと。

【事業の実施対象地域要件】

・主たる実施対象地域として、フィリピン、インドネシア、マレーシア、タイ、ミャンマー、ベトナムの６ヶ国のうち
少なくとも一カ国が含まれていること（当該６ヶ国以外の地域における事業が主と認められるものは、本事業の対象
外とする）。

【適切な放送コンテンツの製作・確保要件】

・日本ブランド全体のイメージ向上に資する内容であり、原則として、複数の都道府県を取り上げる放送コンテンツで
あること。

・本事業が平成28年度第２次補正予算で措置されたものであることを踏まえ、経済対策として高い経済波及効果が期待
される放送コンテンツであること。

・放送局、チャンネル、放送時間帯等の放送状況を踏まえ、現地のニーズを勘案した上で、適切と判断される放送コン
テンツであること。

【効果的な放送枠の確保及び放送コンテンツの放送要件】

・対象地域の放送局と適切に交渉を行い、製作・確保した放送コンテンツを放送すること。
・対象地域の視聴者が我が国の放送コンテンツに十分に接触できるよう、原則として、現地の有力なメディアにおい

て、適切な時間帯に、長期間かつ定期的な放送枠を確保すること。なお、総放送時間は概ね180分以上（ＣＭ及び再放
送を含まない）を目安とする。



6大規模型 企画要件（案）
（放送コンテンツ海外展開基盤総合整備事業（平成２８年度第２次補正予算））

【事業の自走化を見据えた連動事業等の実施要件】

・事業の自走化を見据え、放送と連動した商品・サービス等の継続的な展開スキームの構築等、周辺産業との連動事
業を展開すること。現地小売店やネットでの物販、訪日ツアーの造成、番組と連動した権利ビジネスなどの継続的
な取組を含めることが望ましい。

・本事業をより効果的に実施するため、ＳＮＳの活用に努めること。
・放送コンテンツの効果的な発信のため、対象地域における放送の実施に加え、関係省庁（経済産業省、外務省、農

林水産省、観光庁等）の事業との連携に努めること。
・事業の自走化を見据え、地方公共団体や民間企業等との連携に努めること。

【自走化計画の要件】

・具体的な自走化計画を提示すること（特に、総務省の過去の同旨の事業において採択されたことのある事業者にお
いては、一層具体的な計画を提示すること）。

【放送・連動事業の効果検証要件】

・定量的調査として、コンテンツの総放送時間、放送時間帯、放送地域、視聴者数、視聴可能世帯数、視聴率及びそ
の放送時間帯における視聴占有率を調査すること。

・定性的調査として、現地の文化・慣習等による特徴も踏まえ、視聴者及び放送した海外の放送局の反応や評価等の
調査（ヒアリング、アンケート等）を行うこと。調査を実施する際は、原則として100人以上の対象者に対して調
査を行うこととし、継続的な効果検証を実現する観点からＳＮＳの活用も考慮すること。なお、請負事業者から本
事業での統一的な調査について指示があった場合は、協力すること。

・本事業によって生じた経済波及効果について定量的分析を行い、整理すること。
・調査内容に基づき、放送コンテンツの視聴率と経済波及効果の相関関係等について分析し、経済波及効果の発生に

効果的な放送コンテンツの発信方法について考察すること。



7大規模型 企画要件（案）
（放送コンテンツ海外展開基盤総合整備事業（平成２８年度第２次補正予算））

【事業の遂行及び成果の取りまとめ要件】

・事業の遂行及び成果の取りまとめにあたっては、総務省及び請負事業者の指示に従うこと。
・事業の遂行に関する進捗状況を月に1回程度請負事業者に指定の書式で報告すること。
・事業の成果について整理分析を行い、効果的な放送コンテンツの海外展開方策を提示した上で以下の内容を含む情

報を整理分析し、事業の成果として報告書にまとめること。また、本事業終了後に、本事業の実施による経済波及
効果の現出が認められた場合には、請負事業者に連絡すること。
①対象地域の放送局等のコンテンツに対するニーズ及び視聴者動向
②放送枠およびコンテンツを確保するためのコスト、制約等の諸条件
③放送枠およびコンテンツを確保するために必要な交渉・契約等の手順及び留意事項
④放送コンテンツの概要
⑤事業企画に対する評価や効果測定
⑥コンテンツの総放送時間、放送時間帯、放送地域、視聴者数、視聴可能世帯数、視聴率及びその放送時間帯にお

ける視聴占有率
⑦連動事業の実施結果や評価
⑧事業に関する支出・収入に関する結果
⑨その他（報告書の具体的な構成や内容については、採択後に詳細を確定する）

・対外発表を前提とした概要資料を作成すること。
・対外発表を前提とした本事業の成果を表す映像を作成すること。
・放送コンテンツの海外展開に関する知見の周知・共有のためのイベントが開催される場合には、事業の成果の報告

に協力すること。


